
2広報とびしま／2021年10月

information

　　

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

●
問
合
せ
先

　
中
央
公
民
館
内
教
育
課

　

高
齢
運
転
者
に
よ
る
ア
ク
セ
ル
と
ブ

レ
ー
キ
の
踏
み
間
違
い
が
原
因
と
な
る

交
通
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
障
害

物
検
知
機
能
付
き
安
全
運
転
装
置
ま
た

は
、
障
害
物
検
知
機
能
な
し
安
全
運
転

装
置
の
設
置
に
対
し
、
装
置
設
置
に
要

す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

●
補
助
対
象

　

村
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上
の

方
が
所
有
ま
た
は
使
用
す
る
自
動
車
。

※
申
請
は
、
安
全
運
転
支
援
装
置
を
設

置
し
た
日
か
ら
６
カ
月
以
内
。
詳
し
く

は
、
村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
開

発
部
建
設
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
補
助
限
度
額

・
障
害
物
検
知
機
能
付
き

　
上
限　
７
２
，０
０
０
円

・
障
害
物
検
知
機
能
な
し

　
上
限　
３
６
，０
０
０
円

●
補
助
対
象
期
間
　

　

令
和
３
年
４
月
１
日
～
令
和
４
年
３

月
31
日

●
問
合
せ
先　
開
発
部
建
設
課

　

本
村
で
は
、
私
立
高
等
学
校
や
私
立

専
修
学
校
高
等
課
程
に
在
籍
す
る
生
徒

の
保
護
者
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た

め
、授
業
料
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者

　
10
月
１
日（
基
準
日
）か
ら
引
き
続
き

本
村
に
住
所
が
あ
り
、
私
立
高
等
学

校
や
私
立
専
修
学
校
高
等
課
程
に
在

籍
し
て
い
る
方
。

※
た
だ
し
、
授
業
料
を
免
除
さ
れ
て
い

る
方
は
、
補
助
対
象
外
と
し
ま
す
。

●
補
助
金
額　
年
額
上
限
１
万
円

●
必
要
事
項

・
申
請
書

・
私
立
高
等
学
校
等
生
徒
調
書

・
村
税
納
付
状
況
を
徴
税
職
員
が
調
査

す
る
こ
と
に
同
意
す
る
文
書

・
振
込
先
が
確
認
で
き
る
も
の（
預
金

通
帳
な
ど
）

・
印
鑑

※
申
請
書
等
は
、
教
育
課
窓
口
に
て
受

領
ま
た
は
村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
申
請
期
間

　
10
月
１
日（
金
）～
11
月
30
日（
火
）

※
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

と
っ
て
、
投
棄
場
に
搬
入
し
て
く
だ
さ

い
。
方
法
は
、
す
こ
や
か
カ
レ
ン
ダ
ー
に

記
載
し
て
い
ま
す
が
、
ご
不
明
な
点
は

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
注
意
事
項

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
、
清
掃
活
動
を

行
う
際
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

○
ご
み
に
直
接
触
れ
な
い
よ
う
に
、
火

ば
さ
み
や
軍
手
を
使
用
す
る
。

○
人
と
の
間
隔
は
で
き
る
だ
け
２
m
空

け
、
密
接
を
避
け
る
。

○
マ
ス
ク
・
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
た
ば
こ
な

ど
は
飛
沫
が
付
着
す
る
部
分
に
触
れ

な
い
よ
う
注
意
し
て
火
ば
さ
み
等
で

拾
う
。
軍
手
を
し
て
い
て
も
、
直
接

ご
み
を
拾
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。

○
ご
み
袋
の
口
を
し
っ
か
り
し
ば
る
。

○
活
動
後
は
水
と
石
け
ん
で
丁
寧
に
手

洗
い
を
す
る
。

※
熱
中
症
予
防
の
た
め
、
次
の
こ
と
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○
人
と
十
分
な
距
離（
２
m
以
上
）を

確
保
し
、
適
宜
マ
ス
ク
を
は
ず
す
。

○
こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
す
る
。

●
問
合
せ
先

　
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
保
健
環
境
課

　

き
れ
い
な
村
づ
く
り
の
た
め
、
村
内

一
斉
に
清
掃
活
動
を
行
い
ま
す
。

　

各
戸
に
1
名
以
上
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

地
区
ご
と
に
区
長
さ
ん
の
指
示
の
も

と
、
道
路
や
公
園
な
ど
に
散
乱
す
る
ご

み
の
収
集
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
日
　
　
時

　
10
月
17
日（
日
）　
午
前
７
時
30
分
～

※
雨
天
実
施
、
荒
天
中
止
の
場
合
は
、

当
日
の
同
報
無
線
に
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

※
清
掃
終
了
は
各
地
区
の
区
長
さ
ん
の

指
示
に
よ
り
ま
す
。

●
お
願
い

　
マ
ス
ク
の
着
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
収
集
ご
み
は
、
３
種
類
の
ご
み
袋（
可

燃
・
不
燃
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
）に
分
け

て
地
区
ご
と
に
収
集
場
所
に
集
め
て
く

だ
さ
い
。（
午
前
9
時
ご
ろ
か
ら
順
番
に

業
者
が
回
収
し
ま
す
。）

　

空
き
缶
や
ペッ
ト
ボ
ト
ル
、
び
ん
な
ど

の
資
源
ご
み
は
軽
く
す
す
ぎ
洗
い
を
し

て
、
種
類
ご
と
に
分
け
て
地
区
ご
と
に

収
集
場
所
に
集
め
て
く
だ
さ
い
。

　

個
人
の
粗
大
ご
み
は
、
別
に
許
可
を

私
立
高
等
学
校
等
の

授
業
料
を
補
助
し
ま
す

安
全
運
転
支
援
装
置

設
置
費
を
補
助
し
ま
す

村
内
一
斉
大
清
掃
の

お
知
ら
せ
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備
蓄
食
料
の
周
知
や
家
庭
内
備
蓄
の

促
進
な
ど
防
災
意
識
の
啓
発
や
食
品
ロ

ス
削
減
の
た
め
、
避
難
所
で
備
蓄
し
て

い
る
賞
味
期
限
内
の
ア
ル
フ
ァ
化
米
や

副
食
等
の
備
蓄
品
の
無
償
配
布
を
行
い

ま
す
の
で
、
各
家
庭
で
備
蓄
す
る
食
品

の
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
く
際
は
、

エ
コ
バ
ッ
グ
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

先
着
順
に
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
無
く

な
り
次
第
終
了
と
し
ま
す
。

●
日
　
　
時

　
10
月
９
日（
土
）～
15
日（
金
）

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
場
　
　
所

　
飛
島
村
役
場　
１
階
ロ
ビ
ー

●
対
象

　
在
住
・
在
勤
の
方

●
持
ち
物

　
エ
コ
バッ
グ
等

●
問
合
せ
先

　
総
務
部
総
務
課

備
蓄
品
の
配
布
に
つ
い
て

令和４年度幼保連携型認定こども園　飛島保育園・
飛島村立第一保育所利用申込みのご案内

　村内の認定こども園・保育所の利用申込みを受け付けします。　
　利用案内等を 10 月 18 日（月）から申込場所で配布しますので、必ずお受け取りのうえ期間内にお申込
みください。
●利用できる施設
　幼保連携型認定こども園　飛島保育園（私立）
　飛島村立第一保育所（公立）
※村外にある施設の利用を希望する方は、すこやかセンター内福祉課までご相談ください。
●対　象　認定こども園・保育所の利用申込みをする場合は、保護者のいずれもが「保育を必要とする事

由」のいずれかに該当する必要があります。
●保育を必要とする事由　児童の家庭の状況が①～⑦のいずれかに該当する場合
　①就労（居宅外労働・居宅内労働）　②妊娠・出産等　③疾病・障がい等　④看護・介護等
　⑤災害復旧　⑥求職活動　⑦就学
※保育を必要とする事由に該当しない方は、申込場所へご相談ください。
●提出書類および持ち物
　①子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等入所申込書　②食物アレルギーに関する

調査票　③「保育を必要とする事由」を確認できる必要書類（就労証明書等）　④保育（利用）時間確認
書　⑤申込書類提出にあたってのチェックリスト

※提出書類および持ち物の詳細については、利用案内でご確認ください。
●申込期間　11月１日（月）～30日（火）　午前8時30分～午後5時15分（土曜・日曜および祝日を除く）
※現在認定こども園または保育所を利用中で、令和４年度も引き続き利用を希望される方は、1 月頃に継

続の手続を予定していますので、今回の申込みは必要ありません。
●申込場所　飛島保育園利用希望の方：飛島保育園
　　　　　　第一保育所利用希望の方：すこやかセンター内福祉課
●その他　利用者負担額（保育料・副食費）算定のため、令和３年分の住民税情報が必要となります。 

令和３年分の住民税申告を済ませていない方は、令和３年１月１日時点に住民票があった市町村にて申告
をしてください。
●問合せ先　すこやかセンター内福祉課
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母
子
・
父
子
家
庭
医
療
の
受
給
者
証

を
お
持
ち
の
方
で
、
有
効
期
限
が「
令

和
３
年
10
月
31
日
」と
表
記
さ
れ
て
い

る
方
は
、
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

10
月
上
旬
に
対
象
の
方
へ
更
新
申
請

書
等
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
ご
記
入
の
う
え
、
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

　

引
き
続
き
該
当
す
る
方
に
は
、
新
し

い
受
給
者
証
を
10
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。

　
な
お
、
期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
受
給
者

証
は
、
ご
自
宅
に
お
い
て
破
棄
し
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　
民
生
部
住
民
課

福
祉
医
療
受
給
証
を

更
新
し
ま
す

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏ま
えた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」が国から支給されます。

１. 支給対象者
①②の両方に当てはまる方（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）

①　令和３年３月31日時点で
　　18歳未満の児童（障がい児の場合、20歳未満）を養育する父母等
　　（※令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。）

②
　　■令和３年度住民税（均等割）が非課税の方

　　　　　　　　　　または
　　　■令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

２. 支給額

児童１人当たり　一律５万円

３. 給付金の支給手続き
Ⅰ．令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
　▶給付金は、申請不要で受け取れます。
Ⅱ．上記以外の方（例.高校生のみ養育している方、収入が急変した方）
　▶給付金を受け取るには、申請が必要です。
　▶申請は民生部住民課で受け付けます。ご希望の方は事前にご相談ください。
○給付金に関する問合せ先
　厚生労働省コールセンター　
　☎0120-811-166（受付時間：午前９時～午後６時）
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さ
く
ら
作
業
所
で
は
、
障
が
い
の
あ

る
方
を
対
象
に
、
自
立
支
援
や
社
会
参

加
を
目
的
と
し
、
軽
作
業
や
機
能
訓
練
、

日
常
生
活
訓
練
を
行
って
い
ま
す
。

　

入
所
希
望
の
方
は
、
次
の
と
お
り
申

請
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対
　
　
象

　
村
内
に
住
所
を
有
す
る
身
体
障
害
者・

知
的
障
害
者
・
精
神
障
害
者
の
各
手

帳
を
お
持
ち
の
方（
精
神
障
害
者
通

院
医
療
費
公
費
負
担
受
給
者
を
含

む
。）

●
申
請
期
間

　
10
月
１
日（
金
）～
29
日（
金
）

●
提
出
書
類

・
さ
く
ら
作
業
所
入
所
申
請
書

・
宣
誓
書

・
障
害
者
手
帳
の
写
し

・
健
康
診
断
書（
新
規
希
望
者
の
み
）

●
申
請
窓
口
お
よ
び
問
合
せ
先

　
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
福
祉
課

い
よ
う
に
速
や
か
に
片
付
け
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
室
内
で
さ
せ
る
場
合
も
臭
い

に
気
を
配
り
ま
し
ょ
う
。
特
に
暑
い
時

は
窓
を
開
け
る
機
会
も
多
い
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。

●
問
合
せ
先

　
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
保
健
環
境
課

　
災
害
時
に
お
け
る
連
携
強
化
の
た
め
、

愛
知
県
防
災
航
空
隊
と
の
合
同
訓
練
を

実
施
し
ま
す
。
訓
練
場
所
周
辺
に
は
、

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
騒
音
や
台
風
級
の

強
風
が
発
生
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
日
　
　
時

　
10
月
25
日（
月
）

　
午
前
10
時
頃
～
正
午
頃

●
場
　
　
所

　
海
部
南
部
消
防
署
、
大
宝
一
時
避
難

所
●
問
合
せ
先

　
海
部
南
部
消
防
署

　

家
の
前
や
公
園
、
道
路
な
ど
に
お
い

て
犬
の
ふ
ん
尿
の
放
置
、
悪
臭
、
汚
れ

で
困
っ
て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
尿
等
を
適
正
に
処
理
し
、
他
人

に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ

と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。

①
散
歩
中
に
排
せ
つ
さ
せ
る
場
合

　

犬
の
ふ
ん
は
袋
等
に
入
れ
て
必
ず
持

ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

　

あ
ら
か
じ
め
ビ
ニ
ー
ル
袋
や
市
販
の

専
用
袋
等
を
用
意
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

持
ち
帰
っ
た
ふ
ん
は
、
可
燃
ご
み
と

し
て
出
す
な
ど
適
正
に
処
理
し
ま
し
ょ

う
。

　

ま
た
、
犬
の
マ
ー
キ
ン
グ
の
お
し
っ

こ
は
さ
せ
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。
飼

い
主
は
犬
が
し
そ
う
に
な
っ
て
も
立
ち

止
ま
る
こ
と
な
く
ど
ん
ど
ん
歩
き
ま

し
ょ
う
。

※
散
歩
時
は
、
他
の
人
に
危
険
が
お
よ

ば
な
い
よ
う
、
リ
ー
ド
等
で
つ
な
ぎ
、

飼
い
犬
の
管
理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

②
敷
地
内（
屋
内
）で
排
せ
つ
さ
せ
る
場

合
　

近
隣
の
方
に
悪
臭
で
迷
惑
を
掛
け
な

愛
知
県
防
災
航
空
隊
と
の 

合
同
訓
練
を
実
施
し
ま
す

犬
の
ふ
ん
尿
等
の

適
正
処
理
に
つ
い
て

さ
く
ら
作
業
所
の

入
所
者
を
募
集
し
ま
す

●マイナンバーカード用の写真をお撮りします！
マイナンバーカード券面の顔写真を撮るサービスを行っています
ご希望の方は申請書を持って住民課までお越しください

●第２日曜日に完全予約制でマイナンバーカードの休日交付をしています！
完全予約制なので２週間前までにご予約をお願いします
平日の来庁が難しい方はぜひご活用ください

詳しくは民生部住民課まで
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information

　　

●
場
　
　
所

　
海
部
南
部
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

■
共
通
事
項

●
参
加
費
　

　
無
料

●
受
付
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
お
よ
び
年
末
年

　
始
を
除
く
）

　

手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
な
ど
障
が
い

の
た
め
配
慮
が
必
要
な
方
は
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
N
P
O
法
人
海
部
南
部
権
利
擁
護

セ
ン
タ
ー

　
☎
６
９
‐
８
１
８
１

　
F
A
X
６
９
‐
８
１
８
０

シ
ル
バ
ー
会
員
募
集

　
～
巡
回
相
談（
要
予
約
）～

　
毎
月
第
２
火
曜
日
、
相
談
員
が
相
談

会
場
に
出
向
い
て
相
談（
無
料
）を
お
受

け
し
ま
す
。

　
な
お
、
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要

で
す
。

●
日
　
　
時

　
10
月
12
日（
火
）

①
午
後
１
時
30
分
～
２
時
20
分

②
午
後
２
時
30
分
～
３
時
20
分

③
午
後
３
時
30
分
～
４
時
20
分

●
場
　
　
所

　
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー

　
～
弁
護
士
に
よ
る

　
　
法
律
相
談（
要
予
約
）～

　
毎
月
第
３
木
曜
日
、
権
利
擁
護
や
成

年
後
見
に
関
す
る
相
談（
無
料
）を
お
受

け
し
ま
す
。

　
な
お
、
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要

で
す
。

●
日
　
　
時

　
10
月
21
日（
木
）

①
午
後
１
時
～
１
時
50
分

②
午
後
２
時
～
２
時
50
分

③
午
後
３
時
～
３
時
50
分

　

飛
島
村
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
を

ご
存
じ
で
す
か
。
す
で
に
定
年
退
職
さ

れ
た
方
や
、
家
業
を
後
継
者
に
譲
ら
れ

た
方
な
ど
、
何
か
の
仕
事
を
通
じ
て
貢

献
し
た
い
と
い
う
高
齢
者
の
皆
さ
ま
が

集
ま
っ
て
、
高
齢
者
に
向
い
て
い
る
仕

事
を
発
注
者（
民
間
企
業
・
一
般
家
庭
・

官
公
庁
等
）か
ら
引
き
受
け
て
働
こ
う

と
い
う
の
が
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

で
す
。
会
員
の
方
々
は
お
互
い
助
け
合

い
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
に
従
事

し
て
い
ま
す
。

●
募
集
要
件

　

在
住
の
お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
方
で
、

次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
な
ら
、

ど
な
た
で
も
会
員
に
な
れ
ま
す
。

・
心
身
と
も
に
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ

る
方

・
セ
ン
タ
ー
の
趣
旨
を
理
解
し
て
く
だ
さ

る
方

●
作
業
内
容

・
せ
ん
定
・
除
草
作
業

・
工
場
・
事
務
所
・
公
共
施
設
の
清
掃
等

・
そ
の
他

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
公
益
社
団
法
人

　
飛
島
村
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

公
益
社
団
法
人
飛
島
村
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
で
は
、
会
計
年
度
任
用
職

員
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

●
募
集
人
数

　
１
名

●
応
募
資
格

　
55
歳
～
62
歳
ま
で（
令
和
４
年
３
月
31

日
現
在
）

　
エ
ク
セ
ル
・
ワ
ー
ド
の
入
力
が
で
き
る
方

●
勤
務
場
所

　
公
益
社
団
法
人

　
飛
島
村
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

●
勤
務
内
容

　
安
全
管
理
業
務
お
よ
び
一
般
事
務

●
勤
務
日
お
よ
び
勤
務
時
間

　
月
曜
～
金
曜（
祝
日
を
除
く
）

　
午
前
８
時
～
午
後
４
時（
原
則
）

　
７
時
間（
休
憩
時
間
を
除
く
）

●
応
募
期
間

　
10
月
12
日（
火
）～
29
日（
金
） 

●
応
募
方
法

　
履
歴
書
を
持
参

　
（
午
前
９
時
～
午
後
４
時
）

　
土
曜
・
日
曜
を
除
く

●
応
募
・
問
合
せ
先

　
公
益
社
団
法
人

　
飛
島
村
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

海
部
南
部
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
の

成
年
後
見
支
援
に
つ
い
て


